
 

生活交通ネットワーク計画 

（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係） 

 

平成２４年 ６月２７日 

（名 称）日出町生活交通確保維持協議会 

 （代表者名）会長 堀 田 義 人    
 

 

０．生活交通ネットワーク計画の名称 

 

日出町地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 日出町は、面積 73.24 平方キロメートル、東西に 19.2 キロメートル、南北に 9.2 キロメ

ートルで、大分自動車道、宇佐別府道路、大分空港道路の 3本の高規格道路が交差している

ため、自家用車を保有する人にとって利便性の高い地域となっている。一方、町内の主要道

路から離れた集落は、公共交通が運行していない交通空白地域となっているため、自家用車

を保有していない人、特に高齢者の移動が制限されている。 

 そこで、本協議会では、平成 23 年度地域公共交通調査事業補助金を利用して実態調査を

行った。 

本計画及び事業は、その調査結果に基づく交通空白地域の解消及び住民ニーズにマッチし

た利便性の高い公共交通体系の確保・維持を目的としたものである。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

≪コミュニティバス≫ 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

豊岡線 
１日の平均利用者数

を８人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

藤原赤松線 

・基本路線 

・延長路線 

１日の平均利用者数

を２人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

藤原一北線 

・基本路線 

・延長路線 

１日の平均利用者数

を１人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

川崎線 
１日の平均利用者数

を７人以上する。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

大神線 
１日の平均利用者数

を３人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

南端農道線 
１日の平均利用者数

を 10人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

 

≪民間路線バス≫ 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

牧の内線 
１日の平均利用者数

を２人以上とする。 

月当たり の利用 数を前年

度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

平原線 
１日の平均利用者数

を２人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 

軒の井線 
１日の平均利用者数

を２人以上とする。 

月当たりの利用者数を前

年度比で増加させる。 

月当たりの利用者数を

前年度比で増加させる。 
 



 

（２）事業の効果 

 

 各路線を確保、維持又は再編することで、交通空白地域における移動制約者に対して以下

のような効果が期待できる。 

・日常生活に必要不可欠な移動手段の確保 

・外出機会の増加、社会参加の促進及び地域の活性化 

・新たなコミュニティの構築及び生きがいづくりの場の形成 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 日出町生活交通ネットワーク計画 補足資料（別紙）を添付 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

※なお、日出町から運行事業者（国東観光バス株式会社）への補助金額については、運行収

入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

５．別表４の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３

回以上で足りると認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

６．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

 

７．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

８．車両の取得に係る目的・必要性【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】 

 

該当なし 

 

９．車両の取得に係る定量的な目標・効果【車両減価償却費等国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

該当なし 

 

（２）事業の効果 



 

 

該当なし 

 

１０．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負

担者及びその負担額【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

該当なし 

 

１１．協議会の開催状況と主な議論  

 

 ・平成 23年 4月 26日（H23年度第 1回） 協議会設立 

 ・平成 23年 7月 29日（H23年度第 2回） 調査事業の実施方法について合意 

 ・平成 23年 8月 24日（H23年度第 3回） 調査事業委託業者決定について合意 

 ・平成 23年 9月 22日（H23年度第 4回） 各種アンケート項目について合意 

 ・平成 23年 12月 2日（H23年度第 5回） 規約改正（地域公共交通会議の機能） 

 ・平成 24年 1月 25日（H23年度第 6回） 計画策定の方向性について合意 

 ・平成 24年 2月 23日（H23年度第 7回） 生活交通ネットワーク計画について合意 

 ・平成 24年 4月 12日（H24年度第１回） 事業評価について合意 

 ・平成 24年 5月 28日（H24年度第 2回） ネットワーク計画認定申請書について合意 

 

１２．利用者等の意見の反映 

 

 平成 23 年度の地域公共交通調査事業補助金を利用した実態調査において、交通空白地域

に居住する移動制約者を対象とした訪問調査を実施し、乗車の対象者となり得る方の意見を

聴き取り、本計画に反映している。また、バス及び鉄道の利用者ヒヤリング、一般町民向け

の郵送アンケート調査、バス及びタクシー事業者のヒヤリング調査を実施し、利用者や事業

者の意見も本計画に反映している。 

 

１３．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 大分県東部振興局地域振興部 

関係市区町村 日出町、日出町福祉対策課、日出町健康増進課 

交通事業者・交通施

設管理者等 

国東観光バス(株)、日出町タクシー協会、大分県バス協会、大分県タ

クシー協会、大分県別府土木事務所、杵築日出警察署 

地方運輸局 大分運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 
日出町区長会、日出町社会福祉協議会、国東観光バス(株) 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所） 大分県速見郡日出町 2974-1   

（所 属） 日出町 政策推進課      

（氏 名） 西 原 千 貴        

（電 話） ０９７７－７３－３１１６   

（e-mail） h422@town.hiji.oita.jp    
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